
平成 ２３ 年度 

高 齢 者 福 祉 種 別 新 任 職 員 研 修 １・２ 

実 施 要 領 

 
１．目 的                                                         

県は、「一人ひとりの尊厳と自立が得られ、活力に満ちた安心のひろがる長寿社会の実現」を基本目

標とする、「山形県老人保健福祉計画（第５次） ・山形県介護保険事業支援計画（第４次）」を平成

２１年度策定し、その最終年度を迎え、高齢化の一層の進展に伴い、質の高い介護サービスが適正に受

けられる環境の整備のほか、高齢者の社会参画の環境づくり、介護予防も推進することとしております。 

 このような中、介護従事者の人材確保・処遇改善、医療との連携や認知症ケアの充実、効率的な

サービスの提供などについて積極的に進められ高齢者福祉種別事業従事者は制度改正の趣旨・状況

を把握し、高い倫理観と専門性に基づき、利用者の個別ニーズにあったサービスを提供することが

求められています。 
 本研修は、社会福祉事業に関係する新任職員が、社会人としての基本を学び、社会福祉全体への

理解を深めることによって、利用者へのサービスの向上を図ることを目的として開催いたします。 
 
２．主 催                                                                 

 社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県社会福祉研修センター 

 
３．日 時                                                                 

【第１期】平成２３年５月 ９日（月）10:00～16:00・１０日（火）9:30～16:00（２日間） 
【第２期】平成２３年５月２３日（月）10:00～16:00・２４日（火）9:30～16:00（２日間） 
 
４．会 場                                                                                         

 山形県社会福祉研修センター 講堂 

 （〒990‐0021 山形市小白川町２－３－３０ 山形県小白川庁舎内 ＴＥＬ023－622-2730） 

 

５．受講対象                                                          

 ○高齢者種別施設において勤務年数が２年未満の者 

 ○県・市町村社会福祉相談機関の新任職員 

 

６．定 員                                                        

 第１期・第２期 各１５０名、合計３００名 （第１期・第２期いずれかを選択下さい。） 

７．受講料                                                       

 ３，５００円（研修初日に受付にて頂戴いたします。釣銭のないようご協力をお願いいたします。） 

 



８．日 程                                                         

【第１期・第２期共通】 

〔５月９日（月）・５月２３日（月）〕 

9:30   10:00    10:30            12:00    13:00                    16:00 

  

受付 

 

 

開講式 

 

①講 義 

昼食 

・ 

休憩 

 

②リレートーク・グループ討議 

 

 

〔５月１０日（火）・５月２４日（火）〕 

9：30                    12：00   13：00                15:30     16:00 

  

③講義・演習 

昼食 

・ 

休憩 

講義・演習 

（午前に引き続き） 

 

閉講式 

 

 

９．内 容                                                                                   

１・２共通プログラムです。 

①講義「社会福祉従事者の職業倫理」（１０：３０～１２：0０） 

 ○社会福祉施設の従事者として求められる職業倫理について、実際について現場の状況なども踏

まえ講義をいただきます。 

 講師：寒河江市健康福祉課地域包括支援係主任社会福祉士 

山形県社会福祉士会 研修委員長            川 部 裕 子 氏 

②リレートーク・グループ討議「社会福祉従事者として目指すもの」（１３：００～１６：００） 

 ○社会福祉施設に勤務する先輩より、実際の仕事の内容やどのような思いで仕事をしてきたかを

聞くことにより、社会福祉従事者としての具体的なイメージを持ち、これから社会福祉従事者

として何を目指していくべきかをグループ討議を行いながら考えます。 

 リレートークスピーカー 

   グループホーム  オークランドホーム   介  護  員    清 藤 千 夏 氏 

   山形市会福祉協議会            訪問介護員        安 食 亜 美 氏 

   特別養護老人ホーム  愛 日 荘           介護福祉士    奈良崎 俊 之 氏 

   山形市西部地域包括支援センター      社会福祉士    黒 坂 久美子  氏 

③講義・演習「対人援助を学ぶ」（９：３０～１５：３０） 

 ○社会福祉従事者として利用者・支援者への望ましい関わり方、面接技法などを講義・演習を通

して学びます。 

 講師：東北福祉大学  助  教                 佐 藤 博 彦 氏 

 

１０．申し込み方法・締め切り                                            

 
（１）申込方法 

 《本センター主催研修受付システムにご登録いただいている場合》 

 本システム申込フォーム必要事項を入力し、お申し込みください。 

 なお受講の可否に関する通知は 



高齢者福祉種別新任職員研修１は４月２８日（木）まで行います。 

高齢者福祉種別新任職員研修２は５月１３日（金）まで行います。 

 《未登録の場合》 

  別添参加申込書に必要事項を記載し、郵送またはＦＡＸにて下記事務局まで送付ください。 

 

（２）申込締切 

申込締切― １：平成２３年４月２５日（月） 

          ２：平成２３年５月 ９日（月） （それぞれ必着） 

※申し込み状況により締切日前でも募集を締め切らせていただくことがあります。 

※申し込み状況により、「５．受講対象・受講条件」に記載していない場合でも一事

業所あたりの受講人数を制限させていただくことがあります。 

※受講不可の場合、１は４月２８日（木）、２は５月１３日（金）までご連絡します。 

 

１１．その他                                                      

○受講を承認された方には「受講承認通知書」をお送りします。研修当日の受付でご提示いただ

きますので忘れずにご持参下さい。ご提示いただけない場合は、受講をお断りする場合があり

ます。 

○本センター駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用いただくか、できる限り相乗り

でお越しください。特に同じ市町村内にある同一法人・施設で複数名をお申し込みの際は複数

台ではお越しにならないようお願いします。 
○出席簿に押印をいただきますので、印鑑をご持参ください。 
○研修日当日「株式会社市役所食堂（食堂ふれあい）」が昼食販売をいたします。(税込５００円) 

 ○昼食を希望する方は、研修日当日に受付を設置いたしますので、研修開始前までに「昼食受付」

にてご注文ください。なお、昼食に関するお問い合わせはＴＥＬ０２３－６２５－９１４０（９

時～１４時）にお願いいたします。 
 ○宿泊については斡旋をしておりません。各自ご手配下さいますようお願いいたします。 
○「研修参加に係る留意点」（別紙）をご確認の上受講してください。 

 ○各研修の内容については本研修センターホームページからもご覧いただくことができます。 

http:// www.ymgt-shakyo.or.jp/kenshu/kensyutop.htm 

 

１２．参加申し込み先・事務局                                             

 

社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県社会福祉研修センター 

〒９９０－００２１ 山形県山形市小白川町２－３－３０ 山形県小白川庁舎内 

ＴＥＬ０２３－６２２－２７３０ ＦＡＸ０２３－６２２－２７８９ 

 


